
紹介報酬（⼿数料）・返⾦規定について

基本紹介料 計算⽅法

採⽤⼀⼈当たり 採⽤者の予定年収額 × 15％〜35％

報酬額

求職者⾃⼰都合による早期退職に関わる返⾦規定

⼊社⽇より起算して30⽇未満で退職した場合

⼊社⽇より起算して90⽇未満で退職した場合

報酬額合計の８０％を返⾦

報酬額合計の５０％を返⾦

※その他、詳細に関してはご要望、諸条件により協議の上、別途⾒積もりとさせていただきます。

※ただし、貴社の採⽤者に対する処遇およびその他の労働条件が、採⽤決定時の雇⽤契約内容と異なっていた場合や労働基準法の法令違反に起因する退職の場合など
貴社の責めに帰すべき事由、または不可抗⼒の場合はこの限りではありません。




